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介護保険制度の
改正

介
護
保
険
施
設
の
居
住
費
・

食
費
が
利
用
者
負
担
に

こ
れ
ま
で
、
介
護
保
険
施
設
を
利
用
し
て
い
る
人
の
居
住
費
と
食
費
の
一
部
が
保
険
給
付
の
対
象
と

な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
介
護
保
険
法
の
改
正
に
よ
り
、
10
月
１
日
か
ら
、
全
額
自
己
負
担
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

介
護
保
険
制
度
は
施
行
か
ら
５
年
を
経
て
、
老

後
の
生
活
を
支
え
る
制
度
の
一
つ
と
し
て
定
着
し

て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
介
護
保
険
制
度
か
ら
給

付
さ
れ
る
費
用
は
年
々
増
大
し
、
平
成
17
年
度
で

は
約
７
兆
円（
ス
タ
ー
ト
時
の
約
２
倍
）に
な
っ
て

い
ま
す
。

現
行
制
度
で
は
、
同
じ
要
介
護
状
態
の
人
で
も
、

施
設
に
入
所（
入
院
）し
て
い
る
人
の
居
住
費（
光
熱

水
費
な
ど
）や
食
費（
食
材
料
費
を
除
く
）は
、
介
護

保
険
か
ら
給
付
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
在
宅
で
サ

ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
る
人
は
、
食
費
や
居
住
費

（
光
熱
水
費
な
ど
）は
自
己
負
担
し
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
今
回
の
見
直
し
は
、
こ
の
不
均
衡
を

是
正
す
る
た
め
に
、
同
じ
要
介
護
状
態
で
あ
れ
ば
、

ど
こ
で
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
も
給
付
と
負
担
が
公

平
に
な
る
よ
う
に
、
居
住
費
や
食
費
は
保
険
給
付

の
対
象
外
と
す
る
も
の
で
す
。

１
、「
居
住
費
」や「
食
費
」は
介
護
保
険
の
給
付

の
対
象
外
に（
上
図
参
照
）

◆
次
の
施
設
を
利
用
し
て
い
る
人
が
対
象
と
な
り

ま
す

・
介
護
保
険
施
設（
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
・
老
人

保
健
施
設
・
介
護
療
養
型
医
療
施
設
）の
居
住
費

と
食
費

・
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ（
短
期
入
所
生
活
介
護
・
短
期

入
所
療
養
介
護
）の
滞
在
費
と
食
費

・
デ
イ
サ
ー
ビ
ス（
通
所
介
護
）、
デ
イ
ケ
ア（
通
所

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
）の
食
費

改
正
の
主
な
ポ
イ
ン
ト

な
ぜ
改
正
が
必
要
な
の
？

施設サービス費 
（1割負担） 

日常生活費 
（理美容代など） 

食費の 
1部負担 

自己負担 

（食材料費の一部負担） 

＋ 

施設サービス費 
（1割負担） 居住費 ＋ 食費 ＋ 

＋ 

日常生活費 
（理美容代など） ＋ 

＝ 

自己負担 ＝ 

・室料 
・光熱水費 

改正前 

改正後 

（　　　    ） 栄養管理費は、引き
続き保険給付の対象 



＊施設が上表の「負担限度額」を越えて費用を利用者に請求し、利用者が支払った場合は、給付の対象になりません。
＊（ ）内は、特別養護老人ホームの従来型個室の場合です。

施設入所者の利用者負担額の変化（要介護5・特別養護老人ホーム・月額）

区分
利用者

1割負担 居住費 食費
利用者

1割負担
保険外に

負担計 負担計 居住費 食費

利用者負担第1段階 2.5
1.5

―
1.0

2.5
1.5

0
1.0

（生活保護受給者など） （4.5～5.5） （2.0～3.0） （5.0） （2.5）

利用者負担第2段階
（市町村民税非課税世帯で合 4.0

2.5
―

1.5
3.7

1.5
1.0

1.2
計所得金額と課税年金収入 （7.0～8.0） （3.0～4.0） （5.2） （2.5）
額の合計が80万円以下の人）

利用者負担第3段階
4.0 ― 5.5 1.0

（市町村民税非課税世帯で利
（7.0～8.0）

2.5
（3.0～4.0）

1.5
（9.5）

2.5
（5.0）

2.0
用者負担第2段階以外の人）

利用者負担第4段階
5.6 3.0 ―

・市町村民税本人非課税者
（9.7～10.7） （3.1） （4.0～5.0）

2.6 8.1 2.9 1.0
4.2

・市町村民税本人課税者 （12.8） （2.6） （6.0）
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※
く
わ
し
く
は
介
護
保
険
課（
1
20
‐
１
５
４
５
）

へ
。

２
、
低
所
得
者
を
対
象
に
軽
減
措
置
が

制
度
改
正
に
伴
い
、
現
在
交
付
さ
れ
て
い
る

「
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」は
利
用
で
き
な
く
な

り
ま
す
が
、
そ
の
代
わ
り
に
所
得
の
低
い
人
の
居

住
費
・
食
費
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
に
、「
特
定

入
所
者
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
」が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。

◆
特
定
入
所
者
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

所
得
に
応
じ
た
負
担
限
度
額
を
定
め
、
そ
れ
を

超
え
た
分
に
つ
い
て
は
、「
特
定
入
所
者
介
護
サ
ー

ビ
ス
費
」と
し
て
介
護
保
険
か
ら
給
付
を
受
け
ら
れ

ま
す
の
で
、
所
得
の
低
い
人
は
、
制
度
改
正
前
と

負
担
は
、
ほ
と
ん
ど
変
わ
り
ま
せ
ん
。

「
特
定
入
所
者
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
」の
給
付
は
申
請

が
必
要
に
な
り
ま
す
の
で
介
護
保
険
課
で
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

◆
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

「
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
」は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
を

利
用
し
た
と
き
に
支
払
う
利
用
者
負
担
額
の
合
計

額
に
所
得
に
応
じ
た
上
限
を
定
め
、
そ
れ
を
超
え

た
分
が
介
護
保
険
か
ら
払
い
戻
さ
れ
る
も
の
で
す
。

10
月
か
ら
市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯
の
人
で
合
計

所
得
金
額
と
年
金
収
入
の
合
計
が
80
万
円
以
下
の

人
の
月
額
上
限
額
が
、
従
来
の
２
４
、６
０
０
円
か

ら
１
５
、０
０
０
円
に
引
き
下
げ
ら
れ
ま
し
た
。

対
象
者
に
は
、
お
知
ら
せ
を
し
ま
す
の
で
、
同

封
の
申
請
書
で
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

区分
食費 居住費など

基準費用額 負担限度額 給付額 形態 基準費用額 負担限度額 給付額

ユニット型個室 1,970円 820円 1,150円

利用者負担第1段階
1,380円 300円 1,080円

ユニット型準個室 1,640円 490円 1,150円

（生活保護受給者など） および従来型個室 （1,150円） （320円） （830円）

多床室 320円 0円 320円

利用者負担第2段階 ユニット型個室 1,970円 820円 1,150円

（市町村民税非課税世帯で合計
1,380円 390円 990円

ユニット型準個室 1,640円 490円 1,150円

所得金額と課税年金収入額の および従来型個室 （1,150円） （420円） （730円）

合計が80万円以下の人） 多床室 320円 320円 0円

利用者負担第3段階
ユニット型個室 1,970円 1,640円 330円

（市町村民税非課税世帯で 1,380円 650円 730円
ユニット型準個室 1,640円 1,310円 330円

利用者負担第2段階以外の人）
および従来型個室 （1,150円） （820円） （330円）

多床室 320円 320円 0円

特定入所者介護サービス費給付基準額（日額）

（単位：万円/月）

＊（ ）内はユニット型の個室の場合です。
＊1割負担の額は、高額介護サービス費適用後の金額です。また、1割負担の額は入所施設によって異なります。

改正前 改正後

（参考）標準的なケース 利用者と施設の
契約により設定（ ）

利
用
者
の
負
担
上
限
を
設
定


